
７．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護児童生徒）
①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定 ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定

83 83 83 83 83 72 1 50 11 15 7 11 39 5 2 4 55 7 14 7 19 36 1 2 4 13

長野県 長野市 教育委員会事務局総務課 026-224-8597 kyosoumu@city.nagano.lg.jp
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kyosoumu/670
8.html ○ ○ ○ ○

長野県 松本市 教育部 学校教育課 0263-33-9846 g-kyoiku@city.matsumoto.lg.jp
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/enjo/kyoiku/
syugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○

長野県 上田市 上田市教育委員会学校教育課 0268-23-5101 gakukyo@city.ueda.nagano.jp
http://www.city.ueda.nagano.jp/gakukyo/kenko-
fukushi/shochu/kyoikuhi.html ○ ○ ○ ○

長野県 岡谷市 教育総務課 0266-23-4811 kyouiku@city.okaya.lg.jp http://www.city.okaya.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 飯田市 学校教育課
0265-22-4511
（内線3712） kyoi@city.iida.nagano.jp https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/37/syuugakuenjo.html ○ ○ ○ ○

長野県 諏訪市 教育総務課 0266-52-4141 kyoiku@city.suwa.lg.jp http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=4677 ○ ○ ○ ○

長野県 須坂市 須坂市教育委員会 026-248-9010 s-gakokyoiku@city.suzaka.nagano.jp
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=
595c4bf3f3229 ○ ○ ○ ○

長野県 小諸市
小諸市教育委員会事務局学校教育
課 0267-22-1700 gakko@city.komoro.nagano.jp http://www.city.komoro.nagano.jp/doc/2014022404263/ ○ ○ ○ ○

長野県 伊那市 教育委員会事務局学校教育課 0265-78-4111（2713） gak@inacity.jp
http://www.inacity.jp/kurashi/hojo_enjo/hojo_jido/shugak
uenjoseido.html ○ ○ ○ ○

長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根市教育委員会 子ども課 0265-83-2111 kodomo@city.komagane.nagano.jp http://www.city.komagane.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 中野市 教育委員会事務局学校教育課 0269-22-2111 kyoiku@city.nakano.nagano.jp http://www.city.nakano.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 大町市 大町市教育委員会学校教育課 0261-22-0420 gakkou@city.omachi.nagano.jp
http://www.city.omachi.nagano.jp/00024000/00024100/00
024301.html ○ ○ ○ ○

長野県 飯山市 教育部 子ども育成課
0269-62-3111
（内線 362） kodomo@city.iiyama.nagano.jp

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kodomo/kyouiku
/shugakuenjo/ ○ ○ ○ ○

長野県 茅野市 こども部 学校教育課 学務係 0266-72-2101 gakkokyoiku@city.chino.lg.jp
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1362542670050
/index.html ○ ○ ○ ○

長野県 塩尻市
塩尻市教育委員会事務局教育総務
課 0263-52-0830 gakkou@city.shiojiri.lg.jp http://www.city.shiojiri.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 佐久市 学校教育課 0267-62-3478 gakkokyoiku@city.saku.nagano.jp
http://www.city.saku.nagano.jp/kyoiku/kyoikuiinkai/shins
ei/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○

長野県 千曲市 教育総務課 学校教育係 026-273-1111 kyoiku@city.chikuma.lg.jp http://www.city.chikuma.lg.jp Facebook  https://www.facebook.com/chikuma.city○ ○ ○ ○

長野県 東御市 教育部教育課学校教育係 0268-64-5879 kyouiku@city.tomi.lg.jp
http://www.city.tomi.nagano.jp/category/nyugaku/130293.
html ○ ○ ○ ○

長野県 安曇野市
安曇野市教育委員会 教育部 学
校教育課 0263-71-2460 gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp

http://www.city.azumino.nagano.jp/site/kosodate/1376.ht
ml ○ ○ ○ ○

長野県 小海町 小海町教育委員会 0267-92-2391 kyouiku@koumi-town.jp http://www.koumi-town.jp ○ ○ 町立中学校なし

長野県 川上村 教育振興課 教育振興係 0267-97-2600 kyoiku@vill.nagano-kawakami.lg.jp http://www.vill.kawakami.nagano.jp ○ ○

長野県 南牧村 学校教育係 0267-96-2104 gakkokyoiku@vill.minamimaki.nagano.jp http://www.minamimakimura.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 南相木村 教育委員会事務局 学校教育係 0267-78-2433 kyouiku@vill.minamiaiki.nagano.jp ○ ○ 村立中学校無し

長野県 北相木村 教育委員会 0267-77-2111 kyouikuiinkai@vill.kitaaiki.nagano.jp ○ ○ 村立中学校無し

長野県 佐久穂町 教育委員会 こども課 0267-86-4940 gakkoukyouiku@town.sakuho.nagano.jp https://www.town.sakuho.nagano.jp ○ ○ ○ ○

 就学援助制度問い合わせ先（広報用）①都道府県 ②市町村名
（１）平成３０年７月時点の貴市区町村の実施状況について（各あてはまるもの１つに○） （２）（１）の補足

（小学校，中学校で内容が異なる場合は分けて記載）

＜中学校＞④
③でアと回答…入学前支給を導入した時期
③でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答…入学前支給を導入した時期
①でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について



83 83

長野県 長野市

長野県 松本市

長野県 上田市

長野県 岡谷市

長野県 飯田市

長野県 諏訪市

長野県 須坂市

長野県 小諸市

長野県 伊那市

長野県 駒ヶ根市

長野県 中野市

長野県 大町市

長野県 飯山市

長野県 茅野市

長野県 塩尻市

長野県 佐久市

長野県 千曲市

長野県 東御市

長野県 安曇野市

長野県 小海町

長野県 川上村

長野県 南牧村

長野県 南相木村

長野県 北相木村

長野県 佐久穂町

①都道府県 ②市町村名
（４）カの内容

カ．その他 ア．
８月以
前

イ．
 ９月

ウ．
１０月

エ．
１１月

オ．
１２月

カ．
１月

キ．
２月

ク．
３月

ア．受給者に対
し，支給額の返
還を求める。

イ．返還は求め
ず，転居先の市
町村に対して，
支給済みである
旨を連絡する。

ウ．その他（内
容を７．（９）
に記入してくだ
さい。）

18 8 26 7 0 20 20 0 0 0 0 0 1 22 35 0 3 5 5 8 4 4 32 16 10 10 58

○ ○

転入者の新規申請があった場合、まずは保護者や前住居地の自
治体に確認することが重要であると思うが、自治体によって対
応が異なっている状況であるので、国が何らかの方針を通知す
ることが望ましいと考える。

〇 〇 特になし

○ ○

・転出の予定がある場合は申請を行わないよう周知する。
・また転出入があった場合は市町村間で連絡を取り支給の有無
を確認する。

○ ○ 各家庭に配布 ○ ○ 他市町村との連携を密にする。

○ ○ ○
市町村ごと対応に差があり、二重支給等の可能性が高まるた
め、統一した対応を示すことが望ましいと考える。

○ ○ ○ 他市町村との連携を密にする。

○ ○ ○ ○
転出の場合は、転出先の市町村で手続きをするようご案内を
し、転入の場合は転入前の市町村に確認をとる。

○
各小学校で開催される来入児保護者説明会において、担当
職員が内容を説明している。 ○ ○

・申請書確認。
・３月末から４月上旬にかけて、住民移動の確認。

○ ○ ○ ○

・転出予定の有無を確実に聞き取り、入学時に支給対象外とな
らないようにする。
・また、新年度7月支給時に転入前の市町村に聞き取りを行い、
支給の有無について確認を行う。

○ ○ ○

・転出入先の教育委員会同士、情報交換をしっかりと行うこ
と。
・自市町村の場合は、転出者には特に注意すること。

○ 入学通知書に案内を同封し全保護者へ送付 ○ ○ 対応予定はない。
二重支給や支給漏れは好ましいことではないが、やむを得ない
と考えている。

○
各学校から保護者に送付する来入児１日入学の案内通知に
就学援助の案内を同封 ○ ○

・就学援助の申請が提出された時点で、転入前市町村と連絡を
取ることとしているが、担当者に委ねられた事務のため、二重
支給になってしまう懸念はある。
・本来の制度としては、入学後支給であるべきと考えているた
め、全市町村統一で入学前支給にするしかない。

○ ○ 入学通知書に案内を同封し、配布 ○ ○ 保護者への通知と転出入の把握を徹底する

○ ○ ○ 市町村間の連携

○ ○ 就学指定校等通知書に同封 ○ ○ 保護者への周知

○ ○ ○ ○ ○ 小学校での入学説明会の際に案内を配布 ○ ○ 保護者への通知及び転出先の自治体への連絡

○ 入学予定者の保護者へ通知送付 ○ ○

市町村ごと対応に差があり、二重支給等の可能性が高まると考
えられるため、住民異動の確認方法等、統一した対応を示すこ
とが望ましい。

○ ○ 域内の小学校で行われる来入児保護者会で案内を配布 ○ ○

・転出予定者は申請できないことを保護者あての案内に記載。
・学校で転出予定者を把握した場合は、直ちに教育委員会に連
絡を入れるよう依頼し、転出してしまう前に支給額の返還を求
める。

○ ○ ○ ○
市町村でのルールが違うため、県なりで統一したルールがあれ
ば二重支給や支給漏れは防げるのではないかと考える。

○ 認定には税の確定等が必要なため入学前の支給は難しい。

○ 認定には税の確定等が必要なため入学前の支給は難しい。

○ ○ ○ 現況把握の徹底

○

○

○ 入学説明会時に案内を配布 ○ ○ 未だ該当者がいないため未定
支給時に就学決定通知を交付した児童生徒なのかを確認し、確
実に入学することが決定している方に支給するようにする。

（９）（８）ウの内容 （１０）（１）①③でアを選択した場合，二重支給や支給漏れ
防止のための望ましい対応

（７）（６）オの内容

ア．自治体
の広報誌や
ＨＰに掲載

イ．就学時
健康診断の
際に案内を
配布

ウ．域内の
幼稚園や保
育所で案内
を配布

（３）①でアを選択した場合
小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

（５）（１）①③でアを選択した場合
支給した（する）時期（複数該当する場合は最も早い時期に○）

（６）（１）①③でウを選択した場合
入学前支給実施に向けての課題（複数可）

ケ．
４月初
旬
（入学
式前）

※追加

エ．支給後
の転居など
により，二
重支給や支
給漏れが発
生する恐れ
がある。

オ．その他エ．域内の
小中学校で
案内を配布
（兄弟姉妹
がいる可能
性があるた
め）

オ．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等からの案
内の配布

ア．予算確
保が困難

イ．規則改
正などの内
部手続きに
時間がかか
る。

ウ．認定回
数が増える
などの事務
業務量が増
加する。

（８）（１）①③でアを選択した場合，入学
前支給後の転居等，入学時に支給対象外と
なった際の対応（１つ選択）



７．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護児童生徒）
①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定 ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定

 就学援助制度問い合わせ先（広報用）①都道府県 ②市町村名
（１）平成３０年７月時点の貴市区町村の実施状況について（各あてはまるもの１つに○） （２）（１）の補足

（小学校，中学校で内容が異なる場合は分けて記載）

＜中学校＞④
③でアと回答…入学前支給を導入した時期
③でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答…入学前支給を導入した時期
①でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について

長野県 軽井沢町
軽井沢町教育委員会こども教育課
学校教育係 0267-45-8672 kodomokyoiku@town.karuizawa.nagano.jp

http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/10010000
00906/index.html ○ ○ ○ ○

長野県 御代田町 御代田町教育委員会 学校教育係 0267-32-9100 gakukyo@town.miyota.lg.jp http://www.town.miyota.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 立科町 教育委員会 子育て教育係 0267-88-8415 gakkou@town.tateshina.nagano.jp http://www.town.tateshina.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 青木村 教育委員会 0268-49-2224 kyouiku@vill.aoki.nagano.jp http:/www.vill.aoki.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 長和町 長和町教育委員会 0268-68-2127 kyoiku@town.nagano-nagawa.lg.jp http://town.nagawa.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 下諏訪町 教育こども課 0266-28-0001 kyousou@town.shimmosuwa.lg.jp http://www.town.shimosuwa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 富士見町 富士見町教育委員会子ども課 0266-62-9235 kodomo@town.fujimi.lg.jp http://www.town.fujimi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 原村 教育課 0266-79-7920 gakko@vill.hara.lg.jp https://www.vill.hara.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 辰野町 教育委員会 こども課 学校教育係 0266-41-1111 gakkou@town.tatsuno.lg.jp http://www.town.tatsuno.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 箕輪町 学校教育課 0265-70-6603 kyouiku@town.minowa.lg.jp http://www.town.minowa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 飯島町 飯島町教育委員会事務局こども室 0265-86-3111 gakkou@town.iijima.lg.jp http://www.town.iijima.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 南箕輪村 教育委員会事務局 学校教育係 0265-76-7007 gakkou-c@vill.minamiminowa.lg.jp http://www.vill.minamiminowa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 中川村 教育委員会 0265-88-1005 school@vill.nagano-nakagawa.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 宮田村 教育委員会 0265-85-2314 kyoiku@vill.miyada.nagano.jp https://www.vill.miyada.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 松川町 松川町教育委員会こども課 0265-36-7023 kodomo@town.matsukawa.lg.jp http://www.matsukawa-town.jp ○ ○ ○ ○

長野県 高森町 教育委員会事務局学校教育係 0265-35-9416 kyoiku@town.nagano-takamori.lg.jp http://www.town.nagano-takamori.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 阿南町 阿南町教育委員会 子ども教育係 0260-22-2270 kyouiku@town.anan.nagano.jp http://www.town.anan.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 阿智村 阿智村教育委員会総務係 0265-45-1231 kyoiku@vill.achi.lg.jp http:/www.vill.achi.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 平谷村 教育委員会 0265-48-2211 kyoui@vill.hiraya.nagano.jp ○ ○ 該当する児童がいないため、就学援助を実施していない。

長野県 根羽村 学校教育係 0265-49-2111 kyouiku4102@nebamura.jp http://nebamura.jp/ ○ ○ 該当する児童がいないため、就学援助を実施していない。

長野県 下條村 教育係 0260-27-1050 cosumosu@bz01.plala.or.jp https://www.vill-shimojo.jp ○ ○

長野県 売木村 教育委員会事務局 0260-28-2677 kyoiku@urugi.info ○ 〇 ○ 〇

長野県 天龍村 天龍村教育委員会 教育係 0260-32-3206 g-kyoiku@vill-tenryu.jp http://www.vill-tenryu.jp ○ ○

長野県 泰阜村 泰阜村教育委員会 0260-26-2750 kyoui@vill.yasuoka.nagano.jp http:/vill.yasuoka.nagano.jp ○ ○

長野県 喬木村 教育委員会事務局子ども教育係 0265-33-2002 kyoiku@vill.takagi.nagano.jp http://www.vill.takagi.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 豊丘村
豊丘村教育委員会事務局 学校教
育係 0265-35-9053 kyoiku@vill.nagano-toyooka.lg.jp http://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 大鹿村 大鹿村教育委員会 0265-39-2100 kyoiku@vill.ooshika.lg.jp http://www.vill.ooshika.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 上松町 総務教育係 0264-52-2111 ksoum@town.agematsu.nagano.jp http://www.town.agematsu.nagano.jp ○ ○

長野県 南木曽町 南木曽町教育委員会 総務学校係 0264-57-3335 kyouiku@town.nagiso.nagano.jp http://www.town.nagiso.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 木祖村 教育委員貴事務局 0264-36-3348 kyoui@kisomura.com ○ ○

長野県 大桑村 教育委員会事務局 0264-55-1020 kyosoumu@vull.okuwa.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 木曽町 教育委員会 0264-23-2000 gakko@town-kiso.net http://www.town-kiso.com/ ○ ○

長野県 王滝村 王滝村教育委員会 0264-48-2134 kyoiku@vill.nagano-otaki.lg.jp ○ ○

長野県 麻績村 教育委員会 0263-67-4858 omi-kyoi@vill.omi.lg.jp http://www.vill.omi.nagano.jp ○ ○ ○ 村立中学校無し

長野県 生坂村
生坂村教育委員会 総務・学校教
育係 0263-69-2087 ikukyo@vill.ikusaka.nagano.jp http://www.village.ikusaka.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 山形村 山形村教育委員会 0263-98-3155 toresen@vill.yamagata.nagano.jp http://vill.yamagata.nagano.jp/ ○ ○ ○ 村立中学校無し

長野県 朝日村 朝日村教育委員会 0263-99-4105 kyouiku@vill.asahi.nagano.jp ○ ○ ○ 村立中学校無し

長野県 筑北村 教育委員会 0263-67-1161 kyouiku@vill.chikuhoku.lg.jp http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 池田町 教育保育課 学校総務係 0261-61-1430 kyoui@town.ikeda.nagano.jp http://www.ikedamachi.net/ ○ ○ ○ ○

長野県 松川村 松川村教育委員会 学校教育課 0261-62-3111（代） soumugakkou@vill.matukawa.nagano.jp http://www.vill.matsukawa.nagano.jp ○ ○ ○ ○



①都道府県 ②市町村名

長野県 軽井沢町

長野県 御代田町

長野県 立科町

長野県 青木村

長野県 長和町

長野県 下諏訪町

長野県 富士見町

長野県 原村

長野県 辰野町

長野県 箕輪町

長野県 飯島町

長野県 南箕輪村

長野県 中川村

長野県 宮田村

長野県 松川町

長野県 高森町

長野県 阿南町

長野県 阿智村

長野県 平谷村

長野県 根羽村

長野県 下條村

長野県 売木村

長野県 天龍村

長野県 泰阜村

長野県 喬木村

長野県 豊丘村

長野県 大鹿村

長野県 上松町

長野県 南木曽町

長野県 木祖村

長野県 大桑村

長野県 木曽町

長野県 王滝村

長野県 麻績村

長野県 生坂村

長野県 山形村

長野県 朝日村

長野県 筑北村

長野県 池田町

長野県 松川村

（４）カの内容

カ．その他 ア．
８月以
前

イ．
 ９月

ウ．
１０月

エ．
１１月

オ．
１２月

カ．
１月

キ．
２月

ク．
３月

ア．受給者に対
し，支給額の返
還を求める。

イ．返還は求め
ず，転居先の市
町村に対して，
支給済みである
旨を連絡する。

ウ．その他（内
容を７．（９）
に記入してくだ
さい。）

（９）（８）ウの内容 （１０）（１）①③でアを選択した場合，二重支給や支給漏れ
防止のための望ましい対応

（７）（６）オの内容

ア．自治体
の広報誌や
ＨＰに掲載

イ．就学時
健康診断の
際に案内を
配布

ウ．域内の
幼稚園や保
育所で案内
を配布

（３）①でアを選択した場合
小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

（５）（１）①③でアを選択した場合
支給した（する）時期（複数該当する場合は最も早い時期に○）

（６）（１）①③でウを選択した場合
入学前支給実施に向けての課題（複数可）

ケ．
４月初
旬
（入学
式前）

※追加

エ．支給後
の転居など
により，二
重支給や支
給漏れが発
生する恐れ
がある。

オ．その他エ．域内の
小中学校で
案内を配布
（兄弟姉妹
がいる可能
性があるた
め）

オ．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等からの案
内の配布

ア．予算確
保が困難

イ．規則改
正などの内
部手続きに
時間がかか
る。

ウ．認定回
数が増える
などの事務
業務量が増
加する。

（８）（１）①③でアを選択した場合，入学
前支給後の転居等，入学時に支給対象外と
なった際の対応（１つ選択）

○ ○ ○ ○

・返還の対応をしなくても済むよう，案内文にも該当する可能
性のある場合は，申請を行わないでいただけるよう通知してい
る。
・また，従来どおり入学後に申請をした場合も入学予定者学用
品費等も支給対象となることから，二重支給や支給漏れを防止
するため，入学前支給を行ったかどうか必ず確認するようにして
いる。
※なお、要綱では「支給額の返還を求める」と定めているが，
現在までに対応を行ったケースはない。

○ 来入児保護者説明会 ○ ○
3月31日までに転出の予定がある場合は申請を行わないよう、申
請書に注意事項を記載する。

○ ○ ○ 関係市町村と連絡を取り合い対応する。

○ ○ ○ 事例がないため今後の検討課題である。

受給者に対し，支給額の返還を求めること、又は、返還は求め
ず、転居先の市町村に対して支給済みである旨を連絡すること
を徹底する。

○ ○ ○

支給時に転居、入学時支給対象外の場合は返還の同意を得たう
えで支給を行っているが、年度を跨いでの事務の必要があるた
め検討が必要と考える。

○ ○ ○ 今後検討 転出入先の市町村との連絡を確実に行う。

○ ○ ○ ○ 保護者への通知及び転出先の自治体への連絡

○ ○ ○ ○ よく周知し、また、複数の職員でチェックする。

○ ○ ○
転出の場合は、転居先市町村に必ず連絡をする。また、転入の
場合は転入前の市町村に確認をとる。

○ ○ ○ 転出や転入があった場合、教育委員会で連絡を取り合う。

○ ○ ○
返還は求めず，転居先の市町村に対して，支給済みである旨を
連絡すること。

○ 学校での入学前説明会において配布 ○ ○
市町村ごと対応に差があり、二重支給等の可能性が高まるた
め、統一した対応を示すことが望ましいと考える。

○ ○ ○ ○ ○
・転出の場合は、転居先市町村に必ず連絡をする。
・また、転入の場合は転入前の市町村に確認をとる。

○ 入学通知発送時に案内同封 ○ ○
要件を満たさないことにより返還が発生することの説明を丁寧
に行うことが肝要。

○ 学校一日入学説明会時に案内 ○ ○
転出先の市町村と協議の上、どちらで支給するかを決定す
る。 転出先の市町村と協議の上、どちらで支給するかを決定する。

○ ○ ○ ○ ○ 制度の周知徹底・異動の確認・情報共有

○ ○ ○

〇

○

○ 児童扶養手当の該当者を拾い出し申請書を送付 ○ ○ 転出や転入があった場合、教育委員会で連絡を取り合う。

○ ○ ○ ○
該当事例は現在のところないが、今後受給者に対し支給額の
返還を求める方針で検討中。

転居等の情報があるようであれば、転居先の教育委員会等と連
絡を密にし、支給方法・状況について細かく確認する。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
当該者のプライバシーに配慮しつつ、当該保護者及び学校から
の情報などで現況を把握する。

○

○ ○ ○ 特になし

○

町単独で「入学準備補助事業」を実施し、要保護・準要保
護認定者も含め、新入学全児童生徒の保護者へ補助金を入
学前に支給しているため。（一般20,000円・要援助者
50,000円）

○

○ ○ ○ 就学前保護者会で就学援助制度について説明 ○ ○

新入学児童生徒学用品費についての支給のみであるため、基
本的には（イ）になると思われるが、事例が無いため、どの
ような対応になるか明記できない。

転居等の情報があるようであれば、転居先の教育委員会（学
校）と連絡を密にし、支給方法・状況を確認する

○ ○ 対象保護者に、案内文書を送付 ○ ○ 学校、各部署との情報共有

○ ○ ○ 特になし

○ 〇 ○ 特になし

○ ○ ○

・他市町村に転出しても、当町在住時に必要だった就学に要
する経費を補助したということで、返還は求めない。
・転出先市町村への連絡は、行っていないが、照会があれば
回答する。

就学援助制度は自治事務であり、それぞれの市町村の事務処理
になるため、二重支給や支給漏れは好ましいことではないが、
やむを得ないと考えている。

○ ○
域外の幼稚園等に通っている保護者へは通知を出してい
る。 ○ ○

転居先への情報提供。
支給状況の確認徹底



７．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護児童生徒）
①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定 ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定

 就学援助制度問い合わせ先（広報用）①都道府県 ②市町村名
（１）平成３０年７月時点の貴市区町村の実施状況について（各あてはまるもの１つに○） （２）（１）の補足

（小学校，中学校で内容が異なる場合は分けて記載）

＜中学校＞④
③でアと回答…入学前支給を導入した時期
③でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答…入学前支給を導入した時期
①でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について

長野県 白馬村 白馬村教育委員会 教育課 0261-85-0738 kyouiku@vill.hakuba.lg.jp http://www.vill.hakuba.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県 小谷村 教育委員会 総務学校係 0261-82-3981 kyouiku@vill.otari.lg.jp http://www.vill.otari.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 坂城町 教育文化課 0268-75-6209 gakukyou@town.sakaki.nagano.jp http://www.town.sakaki.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 小布施町 教育委員会子ども支援係 026-214-9110 kodomo@town.obuse.nagano.jp ○ ○

長野県 高山村
高山村教育委員会 子育て学校教
育係 026-214-9761 kyoiku@vill.takayama.nagano.jp http://www.vill.takayama.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 山ノ内町 教育委員会 学校教育係 0269-33-1102 kyoiku@town.yamanouchi.lg.jp
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kyoiku/kyoikuhie
njo.html ○ ○

長野県 木島平村 教育委員会事務局子育て支援課 0269-82-3111 kosodate@vill.kijimadaira.lg.jp http://www.vill.kijimadaira.lg.jp ○ ○

長野県 野沢温泉村 教育委員会 こども支援係 0269-85-3115 kyoiku@vill.nozawaonsen.nagano.jp http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/ ○ ○ ○ ○

長野県 信濃町 信濃町教育委員会 026-255-5923 soumukyouiku@town.shinano.lg.jp
https://www.town.shinano.lg.jp/kosodate/shien/keizaisien
/syuugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○

長野県 小川村 小川村教育委員会 026-269-3146 kyouiku@vill.ogawa.nagano.jp http://www.vill.ogawa.nagano.jp ○ ○ ○ ○

長野県 飯綱町 教育委員会 総務教育係 026-253-4769 kyoiku@town.iizuna.nagano.jp https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/444.html ○ ○ ○ ○

長野県 栄村 栄村教育委員会 0269-87-3118 gakkou@vill,sakae,nagano,jp https://www.vill.sakae.nagano.jp/ ○ ○

長野県
上田市長和町中学
校組合

上田市長和町中学校組合教育委員
会事務局 0268-85-2332 kumiai@yodakubo.ed.jp ○ ○ ○

・中学校組合のため小学校なし
・平成30年度より入学前支給については構成市町村で対応し
ている。
※入学後の支給は、組合にて実施。

長野県
辰野町塩尻市小学
校組合 教育委員会 こども課 学校教育係 0266-41-1111 gakkou@town.tatsuno.lg.jp http://www.town.tatsuno.lg.jp ○ ○ ○ ○

長野県
麻績村筑北村学校
組合 教育委員会 0263-67-4858 omi-kyoi@vill.omi.lg.jp http://www.vill.omi.nagano.jp ○ ○ ○ 中学校組合のため小学校なし

長野県
小海町北相木村南
相木村中学校組合

小海町北相木村南相木村中学校組
合教育委員会 0267-92-2391 kyouiku@koumi-town.jp http://www.koumi-town.jp ○ ○ 中学校組合のため小学校なし

長野県
塩尻市辰野町中学
校組合

塩尻市辰野町中学校組合教育委員
会事務局教育総務課 0263-52-0830 gakkou@city.shiojiri.lg.jp http://www.city.shiojiri.lg.jp/ ○ ○ ○ 中学校組合のため小学校なし

長野県
松本市・山形村・
朝日村中学校組合 松本市教育委員会 学校教育課 0263-33-9846 g-kyoiku@city.matsumoto.lg.jp

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/enjo/kyoiku/
syugakuenjyo.html ○ ○ ○ 中学校組合のため小学校なし



①都道府県 ②市町村名

長野県 白馬村

長野県 小谷村

長野県 坂城町

長野県 小布施町

長野県 高山村

長野県 山ノ内町

長野県 木島平村

長野県 野沢温泉村

長野県 信濃町

長野県 小川村

長野県 飯綱町

長野県 栄村

長野県
上田市長和町中学
校組合

長野県
辰野町塩尻市小学
校組合

長野県
麻績村筑北村学校
組合

長野県
小海町北相木村南
相木村中学校組合

長野県
塩尻市辰野町中学
校組合

長野県
松本市・山形村・
朝日村中学校組合

（４）カの内容

カ．その他 ア．
８月以
前

イ．
 ９月

ウ．
１０月

エ．
１１月

オ．
１２月

カ．
１月

キ．
２月

ク．
３月

ア．受給者に対
し，支給額の返
還を求める。

イ．返還は求め
ず，転居先の市
町村に対して，
支給済みである
旨を連絡する。

ウ．その他（内
容を７．（９）
に記入してくだ
さい。）

（９）（８）ウの内容 （１０）（１）①③でアを選択した場合，二重支給や支給漏れ
防止のための望ましい対応

（７）（６）オの内容

ア．自治体
の広報誌や
ＨＰに掲載

イ．就学時
健康診断の
際に案内を
配布

ウ．域内の
幼稚園や保
育所で案内
を配布

（３）①でアを選択した場合
小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

（５）（１）①③でアを選択した場合
支給した（する）時期（複数該当する場合は最も早い時期に○）

（６）（１）①③でウを選択した場合
入学前支給実施に向けての課題（複数可）

ケ．
４月初
旬
（入学
式前）

※追加

エ．支給後
の転居など
により，二
重支給や支
給漏れが発
生する恐れ
がある。

オ．その他エ．域内の
小中学校で
案内を配布
（兄弟姉妹
がいる可能
性があるた
め）

オ．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等からの案
内の配布

ア．予算確
保が困難

イ．規則改
正などの内
部手続きに
時間がかか
る。

ウ．認定回
数が増える
などの事務
業務量が増
加する。

（８）（１）①③でアを選択した場合，入学
前支給後の転居等，入学時に支給対象外と
なった際の対応（１つ選択）

○ 入学通知に同封して全保護者に教育委員会から配布。 ○ ○ 特になし

○ ○ ○ ○ ○ 各部局との連携、情報の共有

○ ○ ○ ○ 特になし

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ 学校及び各課担当との情報共有

○ ○ ○
・転出の場合は、転居先市町村に必ず連絡をする。
・また、転入の場合は転入前の市町村に確認をとる。

○ ○ ○
個人情報保護上問題がなければ、就学援助費支給の際に、転入
前の市町村に入学前支給の有無を電話または文書で確認する。

○ ○

○ ※構成市町村によって異なる。 ○ ○ ※構成市町村によって異なる。 ※構成市町村によって異なる。

○ ○ ○
・転出の場合は、転居先市町村に必ず連絡をする。
・また、転入の場合は転入前の市町村に確認をとる。

○ ○

新入学児童生徒学用品費についての支給のみであるため、基
本的には（イ）になると思われるが、事例が無いため、どの
ような対応になるか明記できない。 学校組合であるため、基本的には各村での対応

○ 設定には税の確定等が必要なため入学前の支給は難しい。

○ ○ 保護者への周知

〇 〇 特になし


